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今日という一日は明日という二日分の値打ちを持っている。 
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序論 
  
 日本の原風景として思い浮かべるのは、どのような光景なのだろう。その問いに多くの

日本人が、青々と茂る稲穂と緑の山、清らかな川の流れといったいわゆる「田舎」を想像

するのではないだろうか。都会に住む人間にとって、それは一種の「美しい国」の姿だ。

そしてその理想郷は永遠に廃れることのないように思える。 
 しかし、現実には複雑に絡み合った問題がその理想郷を蝕んでいる。いわゆる田舎の風

景を生み出す核となる部分を担っているのは、農業である。昔から日本では北から南まで、

水稲栽培を中心に農業がおこなわれてきた。それにともない、農地を流れる河川の整備が

進み、その引き込んだ河川の水を、農業用水としてはもちろん、生活用水としても利用す

るようになり、人々の生活と農業が分離していない形態、つまり里山・里地として成立し

てきた。そして、今、農村が新たに抱える問題として、耕作放棄地の問題がある。耕作放

棄地とは、過去１年間以上作物を栽培せず、しかも、この数年の間に再び耕作するはっき

りした意志のない土地を指す。農業従事者の高齢化にともなう、担い手問題の発生、作物

価格の下落による所得の低下などの問題が絡み合い、耕作放棄地は増え続けている。この

耕作放棄が増えるにしたがって、新たな問題が浮上している。それは農業の多面的機能の

低下である。農地は傾斜の多い日本において、河川の流れを緩やかにし、地下にしみこむ

過程を遅らせることによって、洪水や地崩れといった災害を予防してきたという側面があ

る。また、景観を維持・伝承させていくという文化的な側面ももつ。世界的にも、OECD
（経済協力開発機構）において 1998 年採択された農政原則の柱に、農業の有する多面的な

機能を保全し、農村の地域経済の活性化をはかることが盛り込まれている。このような現

状を分析していく上でいまいちど、農業という人の手が加わることによって里山・里地そ

して多面的機能が維持されてきたということを再認識しなくてはならないだろう。 
ただ留意しなくてはならないのは、農業が必ずしも上記のようにプラスの側面だけを持

っているということではないことだ。化学肥料等による土壌汚染、河川汚染は世界で報告

されており、ひいては人体にまでも影響を及ぼす可能性がある。農業を評価する上で、こ

の問題を避けて通ることは出来ない。 
今回この論文では、耕作放棄という日本の農業が抱える問題から、プラス面とマイナス

面から、農業における多面的機能をどのように発揮させていくべきなのかを考察する。 
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１. 耕作放棄地と農業の多面的機能 
 
1－1 日本農業の現状 
  
現在の農業を読み解くために、農林水産省が発表した「平成１６年度 食料・農業・農

村白書」を取り上げたい。この白書は２１世紀のおける新農政の指針となるべく刊行され

たものである。この白書によれば、日本の農業は「マイナス」を刻み続けている。農業か

らの収入を主とする主業農家数は 44.8 万戸であり、これは 10 年前の数値と比較して 22 パ

ーセントの減少である。また農業の高齢化も深刻さを増している。基幹的農業従事者数は

225.6 万人で、これも 10 年前と比較して 6.3 パーセントの減少だったが、さらにその中で

65 歳以上が占める割合は 53.9 パーセントにのぼり、この数値だけが 10 年前と比較して 9.7
ポイントの「プラス」になっている。この特徴が特に現れているのが、主に水稲栽培をお

こなう水田作に関してで、北海道を除く都府県で６５歳未満の農業専従者がいる主業農家

の耕地面積の占有率は 2 割を切っており、依然として兼業・小規模な農家が水田を細々と

経営しているという実態が明らかになった。ちなみに平成 17 年の農作物全体の作付け面積

のうち、水稲の作付け面積の割合は 39 パーセントに達しており、米の生産が日本における

主要産物であるということを忘れてはならない。減少を続けているのは農地に関しても同

様である。耕地面積は 473.6 万ヘクタールで、3.4 パーセント減少した。（平成１７年には

耕地面積は 438.4 万ヘクタールにまで減少した。）このように、農業にかかわる労働力とそ

れを生み出す土地に関してみても、縮小傾向に歯止めがかからない。 

 
（平成１６年度 食料・農業・農村白書のポイントより） 
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この縮小傾向に関して危惧される問題のひとつとして、食料自給率がある。日本国内で

よく用いられている食料自給率の指標のひとつである、供給熱量ベースで試算する自給率

は長期傾向的に下落しており、昭和 35 年の 79 パーセントから平成 15 年は 40 パーセント

とほぼ半分の値を示している。国の食料安全保障上の観点からも、平成 25 年には 45 パー

セントを回復することが目標であると白書に記されているが、農家は食料自給率を上昇さ

せるために農業をしているわけではなく、また消費者にも国産農作物の消費を強制できる

わけではない。しかも戦後の高度経済成長にともない、日本人の食生活は劇的に変化して

おり、米など穀類が供給していた熱量を、動物性たんぱく質や油脂が肩代わりするように

なった。結果として市場の中で、嗜好が多様化した消費者に選ばれる農産物をつくる農家

が求められている、ということが出来るかもしれない。 
 

（平成１６年度 食料・農業・農村白書のポイントより） 
 
また農村や集落においても、変化の波は容赦なく迫っている。農業集落は、都市化や挙

家離農（農業経営を辞め、家ごと全部引っ越してしまうこと）等により 5 千集落が減少（平

成 2～12 年）するとともに、農家率も急激に低下し、農家と非農家が同じ集落で生活する

混住化が進行している。混住化が進むことによって、「農業生産がやりにくくなった」、「ゴ

ミ投棄等による環境の悪化」、「集落運営がやりにくくなった」、「土地利用の混乱」等の弊

害を指摘する市区町村が多い。 
このような農業を取り囲む現状の問題の中で、近年特に注目されているものがある。そ

れは耕作放棄地という問題である。 
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１－２ 耕作放棄地の実態 
  
耕作放棄地とは、過去１年間以上作物を栽培せず、しかも、この数年の間に再び耕作す

るはっきりした意志のない土地を指す。農林水産省によれば、平成 17 年の耕作放棄地は 38
万 5791 ヘクタールに上り、これは東京都の 1.8 倍、埼玉県や滋賀県の面積に相当する。耕

作放棄地の増加は上昇の一途をたどっており、これのよって日本の食糧政策の主な指標と

なる自給率の低下や、また農業利用される土地からもたらされる多面的機能の低下が懸念

されている。 

        

（農林水産省 「耕作放棄地対策推進の手引き」より） 
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上の表は耕作放棄地面積を農家の種類別に、その割合を示したものである。注目すべき

点は、土地持ち非農家によって耕作放棄された土地が占める割合である。平成 17 年にはこ

の割合が 42 パーセントにまで達している。これは農家数の減少の問題とも結びつく。農業

を辞めるという選択をしても、そのまま土地を保有することが多いのである。 
 下の表は耕作放棄地面積及び耕作放棄地率を地域別、農家の種類別に表したものである。

地域の規定に関しては、市町村を単位にして、まず人口密度や人口集中地域面積の割合な

どを尺度に「都市的地域」が規定され、ついで林野率の多さと耕地率の少なさを目安に「山

間農業地域」が規定され、さらに耕地率の多さと林野率の少なさを尺度に「平地農業地域」

を規定し、これらの残余範疇として「中間農業地域」を規定した。都市的農業地域を除き、

平地農業地域、中間、山間と、耕作放棄地率は山間部に田畑が存在するほど上昇している

のが分かる。この理由として考えられるのは、コンバインなどの大型機械が利用できず急

傾斜地等で営農に多大な労力を有し、平地と比較してコストが増大することである。耕作

放棄地は条件不利地から発生しやすいと言える。ここにも、農業の高齢化がもたらす影響

が読み取れるのである。 
 

 
（写真：耕作放棄された圃場 中国四国農政局 HP より） 

 
１－３ 耕作放棄が増加する理由 
 
 ではなぜこのように耕作放棄が増加するのであろうか。以下の資料は耕作放棄地の発生

原因を調査した資料である。これらの原因について、考えていく。 
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（農林水産省 「耕作放棄地対策推進の手引き」より） 

ⅰ) 担い手問題 
耕作放棄地発生の原因の中で、群を抜くのは高齢化・労働力不足の問題である。現在の

日本の農業を支えているのは、いわゆる「昭和一ケタ台」世代であるといわれている。65
歳以上の農業従事者がリタイアすることによって、また高齢化による体力の低下に伴って

耕作面積が狭まり、今後も耕作放棄地が増え続けていくことが懸念されている。2020 年ま

で、基幹的農業従事者は 2000 年の数値の 54 パーセントにまで減少し、65 歳以上の比率が

66 パーセントに達するという予測もある。この傾向は特に、土地集約的な水田農業におい

て強い。また、リタイアした後に、これまで耕作していた農地を他の耕作者に託したいと

考えていても、受け手がいないという理由も上位に入っている。これに対するひとつの理

由としては、労働力の流出がある。水田農業などは戦後ほぼ「オール兼業」の状態で営ま

れてきた。農業は女性、高齢者の役割になり、後継者を育ててこなかった。このため若い

世代の労働力は都市に流出した。もちろんその理由には農業よりも安定的に所得が得られ

ることも大きい。もうひとつの大きな理由として、農地の有効利用の基盤が整っていない

ことである。日本は家族経営・世襲制が基本の農業であるが、その担い手がいなくなって

しまったとすれば、外部に求めざるを得ない。ところが、いまだに農地法の第一条には「農

地は耕作する者自ら所有するのが望ましい」とうたわれている。土地所有者の有利は変わ

らず、耕作権は農業従業者以外に渡ることは少ない。また以前は公共工事等が旺盛であり、

農外転用もさかんであったため農地を資産的に保有する傾向が強かったが、その農地の価

格も下落傾向にあり、農外転用面積よりも耕作放棄地が上回る現象が起きている。このよ

うに、単に後継者＝担い手とひとくくりにする前に、農地所有の問題や担い手を生み出す

努力を怠ってきたとも言えるのである。 
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ⅱ）経営の不安定さ 
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第二番目の理由として挙げられているのが農産物価格の低迷である。これは農家経営を

苦しめている要因でもある。上の図は、農家が販売する農産物の価格（農家受取価格）を、

農産物個々に調べ総合した指数化した農産物価格指数のグラフである。2000 年（平成 12
年）の農産物価格指数を 100 としている。黒線で描かれているのは、農産物総合の値で、

米や麦といった作物のほかに、畜産物など類似した商品群ごとに 11 の類別全ての数値であ

る。このほかに、赤線で米のみの農産物価格指数の推移も記載した。農産物総合の指数は

1970 年代後半から 1990 年ごろまで上昇傾向にあったが、その後下落し続けた。20 ポイン

ト近く下がっているため、農家の経営に大きなダメージを残したことは易く想像できる。

また米に関してはよりドラスティックな動きを見せている。米に関して簡単な政策変遷に

触れれば、戦後から行われていた全量固定価格買取が、昭和 45 年（1970 年）から買い取

り量に上限設定され代わりに自主流通米（自主流通米とは、政府の基本計画に沿って生産

者が計画的に作付けし、農協などの集荷業者を通じて卸売業者や小売店に販売される米）

が設定された。生産調整の始まりである。その後、平成 6 年（1994 年）に食糧管理法が改

正され、食糧法が施行されると、政府の買い入れ量は大幅に削減され、米価は市場原理に

よっておおむね決められる仕組みになった。なわれた米の生産調整によって、遊休地化し

（農産物類別価格指数（昭和４５年度～平成７年度，平成７年～１４年） 
長期時系列統計表より作成） 
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た水田があふれた。それでも追いつかず、1980 年代大豆や麦といった作物に転作を促すべ

く、米の生産調整は一層強化された。（以上フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
より）これに照らし合わせてみると、米の農産物価格指数は 1993 年を境に急激に落ち込ん

でいる。米農家にとって政府の買い入れがいかに重要で、安定的な取引相手だったかがう

かがえる。農産物に関して言えば、価格の低下によって買い入れ量の増える財ではない（非

価格弾力的）。価格が低下してしまえば、農家の経営を悪化させる決定的な原因となる。 
 
ⅲ）耕作条件の悪さ 
耕作放棄地の割合でも分かるように、農業地域類型が山間部の農地になるほど耕作放棄

地率は高い。これは山間部にいくほど農地の傾斜があり、水田農業などに関しては農地を

平坦に作り変えなくてはならなくなり、耕作条件が不利である。また平地農業地域に比べ

て圃場の面積小さいため、収穫量も多くないことから耕作放棄地の対象になりやすい。 
また水田農業の歴史から、伝統的に地縁に基づいた集落組織で営まれてきた。農業経営

するために不可欠な水資源を確保するにも、水利組合が組織されている。このように農村

においては集落で共有する資産が多くあり、その維持管理が求められている。ひとたび耕

作放棄水田がその集落におこれば、その周辺の農道や畦、農業水利施設などの維持管理・

改良が後手に回る。例えば畦の破損などにも、耕作がなされ人の目が行き届いている場合

であれば、初期段階で対処ができるが、耕作放棄されている土地ではかなり進行してしま

った後にさらなる問題を引き起こしてからの発見となることが予想される。しかもその改

修費用は初期段階での費用よりも高額になることは、言うまでもないだろう。このように

農業基盤の劣化によって、さらに多くの農家が耕作を断念せざるを得ない状況に追い込ま

れてしまうのである。 
 
ⅳ）獣害・病虫害の増加 
 耕作放棄された土地は雑草が繁茂し、かなりの高さにまで成長するため、イノシシなど

の絶好の隠れ家になる。イノシシによる農作物の被害金額は年間５６億円に及ぶ。これは

シカとサルを足した金額より多く、野生動物の中で被害金額が一番多い。分布も広がって

おり、西日本中心だったのが、北陸や関東、そして東北でも見られるようになった。 
 耕作放棄された土地には、イノシシのえさとなるミミズなどが多く存在し、「イノシシの

レストラン」と象徴される。また区画の一部が耕作放棄をされると、そこを隠れ蓑にして、

隣の区画で栽培されている稲を食べることが容易になり、被害が甚大になる。昨今では、

このイノシシ被害を理由に農業を辞めてしまう農家もあり、さらに耕作放棄地が増えてし

まうという悪循環も指摘されている。また耕作放棄された土地から、病虫害が発生してし

まうという危険性も増大する。耕作放棄された農地から、周囲の農地へと伝播し、正常に

栽培されていた農作物を壊滅させる危険性をはらんでいるのである。 
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１－４ 農業の多面的機能 
  
 耕作放棄地の増加にともない、危惧されている問題のひとつに農業の多面的機能がある。

農業の多面的機能とは、農業が農作物を育成するという直接的な目的以外に、防災、環境

や教育などの多方面に間接的におよぼす影響のことをいう。日本学術会議「地球環境・人

間生活にかかわる農村及び森林の多面的な機能の評価について（答申）」（平成１３年１１

月１日）でまとめられた農業の多面的機能は以下のようになる。 
 
ⅰ) 持続的食料供給が国民に与える将来に対する安心 

       （農林水産省作成 農業・農村の多面的機能についてのパンフレットより） 
これは日本の農業の現状でも触れたように、食料自給率との問題になる。上の図は先進

諸国の食料自給率の推移である。日本は圧倒的に食料自給率の水準が低いことが分かる。

グローバルな社会・経済変動､あるいは不時の自然現象によって､国際的な食料産・流通が

阻害されるような場合にあっても､新鮮・安全な食料が安定的かつ十分に国内で生産・供給

されるという安心感は､国民生活にとって何よりも重要なものであるが、現在の日本の農業

をかんがみるとこの機能の効用は低いだろう。 
 
ⅱ）農業的土地利用が物質循環系を補完することによる環境へ貢献 
①農業による物質循環系の形成 
・水循環の制御による地域社会への貢献 
 農作物を生産するには、水が不可欠となる。農業が水循環の中の、ひとつのパートとな

ることによって、以下のような機能が発揮されるとしている。貨幣評価できるものに関し

て、代替法を用いて評価している。ただし、この論文では評価手法の詳しい内容・条件な

どは割愛する。日本の実質的な国家予算は約 232 兆円とされるなか、貨幣評価できるもの

に関してだけでも、農業がもたらしている水循環への機能は多大なものになるのである。 
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  （上下とも農林水産省作成 農業・農村の多面的機能についてのパンフレットより） 
 
 田んぼをはじめとして農地は、

雨水などを受け入れる一時的なタ

ンクの役割をすることが多い。日

本の地形の特徴として、山々が多

くあり、それに添ったかたちで川

が存在するため、流れは速い。そ

のような地形のなかで、農地はそ

の流れを一時的に受け止め、そし

て下流へと流れる川の速度を緩め

るのである。このように台風など

により大量の降雨があった場合、

洪水を引き起こす可能性を下げる

効果がある。これが洪水防止機能

である。土砂崩壊防止機能もまた、

田畑を通してゆっくりと降雨が地

下に浸透すること、そして必要以

上に水が浸入することを防ぐことによって土砂崩れを防ぐ機能があると評価されたもので

ある。耕作が放棄された田畑には、人の手入れがされないため、土地は乾燥し、雑草が繁

茂するような状態になる。土壌の亀裂などに気がつかず、早期の補修などもされにくくな

る。新潟県の中山間地における水田の洪水防止等の公益的機能を評価する実験においては、

「４年間放置された乾燥化した耕作放棄田と、湿潤状態にある耕作水田を比較して、耕作

放棄水田は、湿潤状態では下層への浸透が抑制され、表面の水みち流れが卓越して流出量

の増大を招くが、乾燥状態では発達した亀裂が下層への浸透を促し、表面流出を減少させ

ることになる。なお、耕作放棄水田の乾燥による地下浸透の増加は、北陸地域の中山間地

では地すべりの誘因となる可能性もある」（独立行政法人 農業工学研究所 HP より抜粋）
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といった結論をだした。土壌浸食（流出）防止機能は降雨や風の作用によって土壌が流出

または飛散してしまう現象を食い止める効果である。田に関して湛水状態では降雨が土壌

表面に作用せず､また､傾斜地帯であっても土壌面は平坦であり､耕作放棄によって荒地と

なった場合に比較して､土壌侵食防止機能は非常に高い。畑地における作物の葉や茎は雨滴

の衝撃や表面流去水が土をはぎ取ろうとする力を弱める。植被率の差や作物によって差は

あるものの､一定の土砂流出防止機能が認められることが評価された。河川流況安定機能は､

地下浸透水の一部が下流で湧出して河川に還元され､農業地域で滞留することによって､河

川の流水量の変動を平滑化するとともに､下流河川の水源として流況安定に寄与し､都市用

水などに再利用される機能をさす。また､深部に浸透した水は､流域の浅層及び深層の地下

水を涵養し､下流での上水や工業用水等として再び揚水され､良質安価で安定した水源とし

て､地域の生活や産業活動に活用される。この機能を地下水涵養機能という。このように農

地は、人間にとって必要不可欠な財である水の循環の一端を担うことによって、地域住民

の生活安定性に寄与しているのである。 
・環境への負荷の除去･緩和 

●水質浄化（土壌の窒素やリンなど吸収・固着機能によるもの） 
●有機性廃棄物分解（し尿・肥料を農地中の微生物が分解する機能） 
●大気調節 (植生による二酸化炭素吸収・分解による大気浄化・気候緩和など) 
●資源の過剰な集積・収奪防止 

以上の点に関しても、農地の多面的機能が発揮されるとしているが、これについてはよ

り冷静な分析が必要となる。日本農業は水稲栽培を中心とした、水田農業が広まったため、

「農業は環境負荷を与えるものではない」という共通認識のようなものがある。しかしな

がら、現代の農業は化学肥料や農薬と無縁ではない。化学肥料や農薬を集約的に使った場

合、地下水や河川を汚染する原因にもなる。実際に日本の農業は他の先進国と比較しても、

農薬使用密度、化学肥料の使用密度は非常に高い。この原因のひとつに農地の集積が進ま

ず、少ない耕地面積で農業が営まれているために規模の経済性が働かないことがあげられ

る。有機性廃棄物分解も微生物の分解容量を超える化学肥料などが投入された場合は汚染

することになってしまう。植生による二酸化炭素・メタン・亜酸化窒素などの大気汚染の

原因となるガスの分解によって大気浄化も、施肥の量やその植生の性質などの条件によっ

て変化する。最後に、資源の過剰な集積・収奪防止とあるが、これは日本においては逆の

状況である。それぞれの地域で農産物を生産することによって輸出入を通じて､窒素､リン

などの物質が地球上の一部の地域に集積するのを防止することができるとしているが、世

界の２％の人口の日本が､毎年世界の穀物流通量の約 12.5%を輸入し､一方で食料消費にお

いては､可食部分の廃棄量が 30%に及ぶと推計されるなかで、日本への窒素集積過剰は火を

見るより明らかである。この問題は食品廃棄物等の問題とともに、日本の抱えるもうひと

つの食料問題である。 
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②二次的自然の形成･維持 
・新たな生態系としての生物多様性の保全等 

水田をはじめとして農地は多種多様な両生類・昆虫類をはじめとする、生物多様性が発

見できる現場でもある。二次的機能としての生植物の育成は、農業が始まった頃より脈々

と受け継がれてきているものだ。例えば、田んぼをはじめとする沼地が両生類の約半分の

産卵の場となっているなど、農業が生み出す環境なくしては生きていくことが出来ない生

物も、多数存在する。なぜ田んぼという人工的な土地が自然の湿地に代替するものになり

えたのかといえば、農作業という物理的な攪乱を加えることによって、河川の流水が洪水

時に河道から氾濫する範囲にある平野部分をさす氾濫原を人工的に作り出しているからで

ある。かつての氾濫原湿地に生息していた生物を受け入れてきたのが、水田なのである。

このような現状で、耕作放棄地が増えると農地に頼って生活をしていた生物は棲家を失う

ことになる。絶滅が危惧されている、水田を棲家とする生殖物の例として、チュウサギ（鳥

類・準絶滅危惧）メダカ（淡水魚・絶滅危惧Ⅱ類）タガメ（水生昆虫・絶滅危惧Ⅱ類）ゲ

ンゴロウ（水生昆虫・準絶滅危惧）オオアブノメ（湿性植物・絶滅危惧Ⅱ類）（以上環境省

レッドリストより）が挙げられる。言うまでもなく、これらの生物は以前よく観察されて

いた種であった。生物生態系保全することが、遺伝資源保全につながることを理解しなく

てはならない。 

 

 （写真：チュウサギ はてなダイアリーより） 
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・土地空間の保全 
●優良農地の動態保全（生産性・設備などに優れた農地を使い続けることにより維持） 
●みどり空間の提供（また防災・非難空間として活用） 
●日本の原風景の保全 
●人工的自然景観の形成 
農業の持つ二次的な機能は、そこに棲む生物にだけではなく、我々にも様々な効果をも

たらす。優良農地を保存することが食料安全保障上重要であることは言うに及ばず、地震

や火災などがあった際に非難空間として、みどりの空間を持つことは都市の住民にとって

も有益なことだ。棚田や段畑などの景観的に優れた農地を保存していくことも、歴史的・

文化的側面から重要である。 
 
ⅲ）生産･生活空間の一体性と地域社会形成・維持 
①地域社会・文化の形成･維持 
農村は、農業を営む人々にとって生活の糧を生み出すとなる職業の場であり、また生活

の場でもあった。このように成立した地域社会では独特の文化が成立してきた。農地を始

め、農道や利水設備など自体が、伝統的・歴史的資産と認定され、それを維持することに

も農業は寄与している。 

                        （写真：通潤橋 熊本県矢部町） 
②都市的緊張の緩和 
 農地を中心として成立自然は、都会に住む人々に緊張を和らげ、リフレッシュの機会を

与える。自然に親しむ機会が減少するにつれて､生活の利便性よりも自然とのふれあいを重

視する傾向が強まりつつあり、都市から農村への旅行者は年間約六千七百万人を超える。 
レクリエーションやグリーンツーリズムから､市民農園やオーナー制度・ふるさとの森とい

った実体験型､さらに農山村留学・移住などの形で農業・農村が環境教育実践の場等で都市

住民の生活になくてはならない存在となっている。 
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１－５ まとめ 
  
農地の多面的機能は、農地として土地が営まれる際に発生する外部経済に他ならない。

その外部経済は農村の枠を超えて、都市の住民をはじめとする国民全体が享受していると

いっていいだろう。今後耕作放棄地が増加すれば、これは洪水や土砂崩れといった目に見

える形での被害や、遺伝子資源の損失による生態系の破壊など、我々が気付かないうちに

将来世代にのこすべき資産を失っているということもある。 
この問題を解消するには。担い手・農家の経営安定問題と、この農地の多面的機能を適

切に評価した施策が重要となってくる。農業の多面的機能は、短期的に発揮されても意味

がない。長期的な展望をもって取り組むことが絶対条件である。結局は、農業の構造変化

がされない限り、耕作放棄地の増加という新しい問題に対しては対処できないというわけ

である。しかもタイムリミットはもうすぐそこまで迫っている。団塊世代の大量退職が問

題になっているように、農業においても 65歳以上人口のリタイアが大量に始まるであろう。

彼らを再雇用はできない。それにともなって耕作放棄地も急拡大すると見込まれている。

残されている時間は残りわずかなのだ。 
 

２ 耕作放棄地の削減・多面的機能の発揮にむけて 
  
２－１ 農政の改革 
 
 耕作放棄地の増加の原因は、農業従事者の高齢化や農家の経営の不安定さなど複雑に絡

み合った問題が解決されない結果だということが分かった。政府は耕作放棄地の増加をは

じめ、農業に内在する問題を解決するために食料・農業・農村基本計画の見直しを進める

ことを、平成 15 年に決定し、農政の改革を進めてきた。改革の主要３課題とされたのは、

次のものである。 
 
①品目別の価格・経営安定政策から、諸外国の直接支払いの視野に入れた、地域農業の

担い手の経営を支援する品目横断的な政策への移行 
 ②望ましい農業構造・土地利用を実現するための担い手・農地制度の改革 
 ③環境保全を重視した施策の一層の推進と、食料安全保障や多面的機能発揮のために不

可欠な農地・水等の地域資源の保全のための政策の確立 
これらの課題について、実際に取られる政策について以下で言及していく。 
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ⅰ）経営安定対策―品目横断的対策（平成１９年度開始） 
 

  
 

 
政府は農家の経営安定の対策として、品目横断的対策に着手することとなった。品目横         

断的とは、複数の品目にわたって政策をおこなうということである。上の図を見ていただ

ければ、分かりやすい。水田農業や輪作型の畑作農業の場合には、複数の品目の生産がお

こなわれているのが普通である。これらの作物に対して横断的な施策をおこなう為、品目

横断的なのである。実際どのように取り組むかといえば、これまでそれぞれの品目に対し

て、価格の変動、それにともなう収入の減少に対して補助金を交付していた。しかしこれ

からは、過去の作付け面積や量や品質に差をつけて支払いがおこなわれる。これはあくま

でも、収入・所得の変動を緩和するための支払いと位置づけられている。 
ところでこの経営安定対策は WTO 農業交渉をはじめとして、農産品の補助金に関する国

際情勢の厳しさに対応する形で打ち出された政策である。WTO では自由な農産品の貿易を

ねらったウルグアイラウンドでは、貿易障壁となる農業補助金の削減が焦点になり、国内

の農産物価格政策等（価格が維持されるように補助金を出すやり方）はすべて関税化する

という合意がなされた。このような舞台裏があったため、政府は対策を急がざるを得なか

（農林水産省 「元気な地域農業を実現するために」パンフレットより）
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ったのである。 
ただしこの政策はこれまで価格依存的だった交付金のあり方を変えるものでもある。生

産量や価格の変動をもとにして所得が補填されるのであれば、品質の違いによって商品に

高付加価値をつけようとするインセンティブがなくなってしまう。品質によって補填され

る交付金が異なれば、それは品質向上努力へとつながっていくだろう。 
また、この経営安定対策は交付を受けられる対象が決まっている。認定農業者とよばれ

る政府から公認を受けた農業者であること、一定規模以上の水田または畑作経営をおこな

っていること（北海道では 10 ヘクタール、都府県では４ヘクタール）もしくは特定農業団

体で 20 ヘクタールの経営規模があること（条件不利地などに関しては緩和措置あり）、対

象農地を農地として利用し、かつ、国が定める環境規範を遵守すること、この要件をすべ

て満たす必要がある。つまりこの政策に関しても、担い手問題を強く意識し、経営安定策

を含め包括的な解決方法を探っているのである。 
このような農産物価格とは異なる直接支払いと呼ばれる手法で、所得を安定させ、なお

かつ生産者が真の価格と直面することによって、自分の生産物の商品価値をあげる努力を

するインセンティブを与えることになるであろうと期待されている。一方で交付を受けら

れる対象が決まっているため、小農家の切捨てだと批判する声もある。確かに水田農業に

代表されるよう、兼業かつ耕地面積も少ない農家にとっては農業をすてるという選択を促

し、ますます耕作放棄地が増えるといった結果にもなりかねない。ただ、政府の方針とし

てここまで交付の対象を絞るということが、日本農業システムが崩壊の危機にあるからこ

そであろう。まずはこの政策の行く末を見守っていくことが必要なのではないだろうか。 
   
ⅱ）担い手問題―集落営農の推進 
 政府は担い手問題の解決策として、平成１７年に発表された中間論点整理において集落

営農の推進を打ち出した。目的は地縁的なつながりをもつ集落を基本単位として、効率的

な生産を目指すことである。上述したように、農業、特に水田農業に関しては土地集約的

である。そのために地域で共有する資産も多い。例えば水路、農機具、畦、水利施設など

である。また、日本の農業の特徴として非常に細分化された土地を所有しており、なかな

か大規模な生産に踏み切れず売上高も低い零細小農家が多い。このような生産の際の非効

率性を取り除き、規模の経済性を生む集落で農業を運営することによる土地の囲い込みで、

耕作放棄地をなくそうという試みである。 
集落営農の具体的な運営方針は、個々に所有する構成員の農地を受託し、集落営農で運

営をする。そのために求められるのが、会計の一元化である。もちろん集落営農以前は、

それぞれの農家の家計で処理されていたのだが、家計と事業を混同してしまう農家も少な

くはなかった。これを集落営農において会計を一括で処理することによって、農作業にか

かる収支を正確に把握することが出来るとしている。売上に関しても、集落営農の会計か

ら分配される。また集落営農で所得の目標値を明確にし、それに向かって農業を営むこと
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が重要であるとされている。 

 

 （平成１６年度 食料・農業・農村白書のポイントより） 
 
このように「経営主体としての実態」を集落営農に求めるのは、消費者や実需者のニー

ズに即した生産を促すためである。ニーズに合わせた生産を出来ない企業が淘汰されてい

くことは、いわば資本主義経済の根本を支える理論である。しかし、日本の農業、ことさ

ら米の生産に関しては、これが常識ではなかったのである。生産物の販売に責任を持ち、

売れる商品を作るための研鑽を促すのである。 
 そしてこの集落営農のひとつのゴールが集落営農の農業法人化である。法人、つまり会

社にすることによるメリットは、以下の通りである。 
 
●金融機関や取引先への信用力が向上 
●有能な人材や後継者の確保 
●経営発展の可能性 
●税制上のメリット 

 
金融機関や取引先への信用力の向上によって資金の調達の拡大が可能になり、企業とい
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うイメージから信用力が増すことで、販路の開拓にもつながるとしている。また、経営者

が変わっても、法人格には変化がないため信用力も変わらない。また企業イメージや従業

員の待遇向上により、有能でやる気のある人材の確保が可能となる。また、経営者の子供

や家族でなくても、構成員や従業員の中から後継者を確保することが可能であると考えら

れている。経営発展の可能性としては、農地の集積、機械や施設の拡充など、経営規模の

拡大が容易になる。また、生産だけでなく、加工や販売、都市交流事業などの多角的経営

が法人化することによってスムーズに展開できるとしている。税制上のメリットとして、

法人税が適用されれば、経費として計上できる部分も大きくなるため、課税所得金額を低

く設定できる。 
このように集落営農をおこなうことによって政府は、集落営農が個々の農家の生産活動

をただ「助ける」ものではなく、集落営農の中から自発的に付加価値を生み出すエネルギ

ーの成長を期待しているのである。そして農業に意欲的な人材を内外から受け入れ、次世

代のリーダーを生み出す土壌が形成されることが最終的な目標なのである。「集落」をひと

つの農業単位として担い手問題を解決していこうとする姿勢は、日本の現状に即している

ように思われる。一方でこの集落営農においても、品目横断的政策と同様高い担い手基準

が求められているため、零細農家を追い込む形で進められており、結局は「金でつる」方

法に終始してしまって、最大の目的である内発的なリーダーシップが生み出されないとの

批判もある。確かに集落営農だけがあれば担い手の問題が解決するわけではないが、今後

担い手問題解決の事例として注目していくべきだろう。以上のように、担い手問題に対す

る政策は、所得の安定策や土地貸借の問題など、現在の日本が抱える問題のひとつひとつ

に絡むため、複合的な要素を備えていなければならないのである。 
 
ⅲ）多面的機能の評価―中山間地域等直接支払制度 
 政府は中山間地等の条件不利地の農業に対する、日本で初めてとなる直接支払い制度を

2000 年に導入した。これによって、条件不利地における耕作費用の一部に対しての補助金

を出すと同時に、農地の多面的機能の保全を促すことに踏み出したのである。 
この直接支払いの根拠について、「耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸

念されている中山間地域等において」「多面的機能を確保する観点から、中山間地域等直接

支払い交付する」と述べている。 
この政策におけるポイントは、直接支払いの交付単価について、「交付金を受けられない

平地地域との均衡を図るとともに、生産性向上意欲を阻害しないとの観点から、平地地域

と対象農用地との生産条件の格差（コスト差）の 8 割」と述べている。これには、WTO 農

業協定に沿うことが強調されており、貿易障壁となりうる補助金としての性格を否定して

いる。具体的な交付金の金額としては、田・畑・草地・採草放牧地の４つの地目に分け、

それぞれ急傾斜と緩傾斜に区分した上で、「平地地域と比較してコスト差の 8 割」に基づく

交付単価が算定された。10 アールあたりの単価は、急傾斜の田で 21,000 円（緩傾斜 8,000
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円）、急傾斜の畑で 11,500 円（緩傾斜 3,500 円）、急傾斜の草地で 10,500 円（緩傾斜 3,500
円）、急傾斜の採草放牧地で 1,500 円（300 円）である。 
もうひとつのポイントは、耕作が放棄された状態との比較で、農業の多面的機能の有無

について直接支払いの根拠が与えられている、一方でその多面的機能の質やレベルに関し

て、直接支払いと関係していないということだ。確かに、補助金の交付に際しては、農業

生産活動として取り組むべき事項に「適正な農業生産活動に加え、地域の中で、国土保全

機能を高める取組、保健休養機能を高める取組又は自然生態系の保全に資する取組等の多

面的機能の増進につながる活動」の例を示した上で、ひとつ以上行うことを求めている。 
しかしながら、これらの多面的機能の増進につながる行為の内容や強度の違いによって、

交付金の単価に変化は生じない。そして「農地の転換まで必要とするような行為（肥料・

農薬の削減等）は求めない」としている。つまりこの中山間地域直接支払い制度には多面

的機能の増進をうたう側面がありつつも、その増進に対する強度を高めるようなインセン

ティブは働いていないということになる。 
 また、この直接支払い制度は水田農業の特徴を色濃く反映したものでもある。この交付

を受けるためには条件不利の用件のほかに、「農用地区域内に存する一団の農用地が１ヘク

タール以上の面積を有すこと」としている。この「一団の農用地」という概念については、

「農用地の面積が１ヘクタール以上の団地（農地が連続している土地を指す）又は営農上

の一体性を有する複数の団地の合計面積が１ヘクタール以上のもの」としている。水稲の

水田経営面積の全国平均は１６９アールであるのと比較しても、１ヘクタールという数字

はかなり大きいものになる。また、この「営農上の一体性」に関して、３つの場合につい

て想定されている。ひとつめは耕起や田植え・収穫が、耕作者やその土地の耕作受託者に

よってなんらかの団地間共同作業がおこなわれている場合。ふたつめに生産組織や農業生

産法人などによって農業生産活動がおこなわれている場合。これに関しては、担い手問題

の箇所でも触れたが、これはひとつめの共同作業が超高度化された形態である。最後は、

団地間に水路や農道といった線的施設が介在し、それらの施設が構成員全員によって管理

されている場合である。水田農業は上述したとおり、伝統的に地縁に基づく集落をひとつ

の単位として、耕作に必要な利水設備や農道を共有資本として利用してきたいきさつがあ

る。これらが全員によって管理されているということは、つまり耕作放棄された土地が存

在しないということになる。なぜならば、耕作放棄をし、農業からドロップアウトしてし

まった耕作者が一人でも存在すれば、この直接支払い制度の交付対象外になってしまうか

らである。つまり、この支払い制度には集落協定を前提として、制度設計されているので

ある。ここでも集落営農政策とのオーバーラップが見受けられるのである。 
 
 以上のように、３つの政策は共通点がある。それは「担い手を選別し、認定された農業

者にのみ交付金を受け渡すことによって、耕作放棄地の増加を防止し、消費者に選ばれる

農作物をつくる農業者を育成する」という点だ。これまで取られてきた価格依存政策は、
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農業従事者をブラインド・アイにしてきてしまった。消費者の顔が見えない生産者は、選

ばれる商品作物を作ることは無理である。その根本的な歪みを是正することこそが、農業

の健全化につながり、ひいては耕作放棄地をなくすことにつながるのである。そのスター

トとして補助金の体系を直接支払い型に変化させることによって、目を開かせられる可能

性は大きいのだ。 
 
２－2 直接支払い制度による EU における改革 
 
 日本が今後、取ろうとしている補助金の政策はいわゆる直接支払いと呼ばれるものであ

る。この取り組みに関して、参考になるのが EU である。改革の主要３課題のうちのひと

つに、「環境保全を重視した施策の一層の推進と、食料安全保障や多面的機能発揮のために

不可欠な農地・水等の地域資源の保全のための政策の確立」がある。これは有機農法など

の環境保全型農業を推進し、農薬による水質汚染や土壌汚染を低く抑えることによって外

部不経済の要因を少なくすることなどがあげられる。有機農法・無農薬農法などで栽培さ

れた付加価値の高い米は単価も高く、農家の経営安定にも寄与すると、注目されている。 
EU は農業環境政策と直接支払いをうまくミックスさせ、農家の環境保全型農業への移行に

成功している。以下で詳しく見ていくことにする。 
  

EU（当時は前身の EC）が直接支払い政策を導入したのは、日本と同じく昭和 50 年条件

不利地域に対しての直接支払いからである。EU はウルグアイラウンド以前、CAP（Common 
Agricultural Policy；共通農業政策）という EU 域内単一の政策によって、価格支持等を活

用しながら国内生産増加への注力を続けてきた結果、70 年代には農産物輸入国から自給国

へと転じ、さらに 70 年代の終わりには純輸出国へ、そして 80 年代にはアメリカと並ぶ大

輸出国となった。しかしながら 70年代後半には農産物過剰にともなう財政の悪化とともに、

アメリカとの輸出補助金競争による輸出市場の奪い合いによって財政の悪化を招くことと

なった。農業環境政策は集約的畜産の進展や畑作での農薬や肥料の過剰投入にともなう硝

酸態窒素濃度の上昇による水質汚染への対応に端を発しており、85 年農業環境政策が制定

され、91 年には硝酸態窒素指令が採択されている。環境支払いは 85 年の農業環境政策によ

って導入され「88 年からは EU 農業予算からの一部財政支出を受けるが、当初はほとんど

注目をあびることはなかった。その後、ウルグアイラウンドの着陸地点を探すべく直接支

払い制度が注目され、92 年の CAP 改革で盛り込まれることになった。その柱が国内支持価

格（政府による一定価格での買取り）の引下げを補填する直接支払いの導入であった。す

なわち、①輸出補助金を削減しての財政負担の軽減、②国内支持価格を引き下げ、国際価

格に接近させることによる財政負担の軽減、③本当に保護が必要な農家への補助金支出と

過剰生産の抑制、④環境に対する負荷軽減を意図したものであった。直接支払いは価格補

償支払い・条件不利地域補償金・環境支払いの３つからなる。環境支払いは、農薬・化学
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肥料の削減、集約的生産から粗放的生産への転換、単位面積当たりの家畜飼養密度の低減、

有機農業の導入等をねらい、92 年に採択された農業・環境規則に沿った生産方法に取り組

んでいるものに対して EU および加盟国政府から支払われるものである。この環境支払い

が有機農業や減農薬・減化学肥料についての取組みを促す大きなインセンティブとなった。

ただ、これらの保障政策が占める費用の割合が、農業予算の半分を占めるようになったこ

とから、2000 年「アジェンダ 2000」が採択され、さらなる国内支持価格の値下げ、また環

境支払いに関しては、より高いレベルでの取組みに対する公的助成の定着化が実現された。

2003 年には環境支払いへの財政支出を増加させるとともにクロスコンプライアンスを義務

化することによってより環境保全的な農業を推進すると同時に、後にみるとおり経営作物

間の所得均衡をはかっていくことをねらいとしている。 
環境支払いは政府と最低５年間の農業環境に関する取決めを取り交わした農家で、次の

５つの分野の活動が対象とされている。①環境・景観・自然資源・土壌・遺伝的多様性の

保護や向上と両立するような農地の利用方法 ②環境に好ましい粗放的な農法及び集約度

の低い牧草経営システム③高度な自然的価値をもちながら、その存在が脅かされている農

業環境の保全 ④農地の景観および歴史的特徴の維持 ⑤環境保全的農法（環境計画）の

利用である。環境支払いの単価は低減した所得額、取決めに起因する追加的経費、インセ

ンティブを与える必要性、を基礎に次のような算式により毎年支払われる。 
 

＋収量（所得）損失を補うための追加費用 
－費用の節減分（農薬・化学肥料削減による） 
＋インセンティブ（所得損失分の 20％未満） 

合計 環境支払い 
 
具体的には、過去の支払実績を基準に品目統合された支払単価によって計算され 

る。すなわち支払単価に適格農地面積をかけて農家への支払額は算出される。適格農 
地は対象農地面積のうち環境・土壌保全等の要件を満たす面積となる。適格農地には 
休耕農地を含めることもできるが野菜、果樹等の作付けは不可とされている。このように、

EU が農業環境政策を発展させることが出来た特徴の第一は CAP と呼ばれる共通農業政策

の予算が EU 予算の半分弱もの割合を占めていることに象徴されるように、国民の農業に

対する理解がその前提として広く存在するとともに、その一部であるとはいえ環境支払い

が設けられているところにある。第二に義務化された適正農業規範が最低要件とされてい

るが、加えて環境支払いが措置されることによってよりレベルの高い環境への取組みを誘

導しており、さらにはリスクが高いほど補填が多くなるように設計され、有機農業への取

組みも比較的容易なように措置されていることである。第三に EU 共通の基準を明確にし

ているとともに、各国・各地域の実情に応じて規定を制定することができるように設計さ

れていることである。第四に CAP 改革の変遷から理解されるように、CAP そのものが WTO
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体制の中での EU 農業の生き残り戦略として構築・改革されてきていることである。すな

わち緑の政策とよばれるがデカップリング（農業生産の補助と農家への所得支持を切り離

すこと）を原則とすることから、デカップリングの徹底をはかるとともに、価格政策から

農業環境政策を含む農村開発政策に割合をシフトさせてきているなど、農業環境政策も含

めて実に戦略的に位置づけられている。 
 このように EU の農業環境政策は、国際情勢の歪みを是正するべく生み出された直接支

払いでうまく適応しながら、さらに農業環境政策にまで踏み込んでいった。欧州特有の環

境意識の高さが、農業環境政策を許容したというだけでなく、将来をにらんだ農業政策へ

移行させることができた EU の手腕も評価されるべきである。日本は直接支払い制度に足

を踏み入れたばかりであるが、農業環境政策への構造改革を念頭において行動する必要が

ある。 
 
２－３ 農業の多面的機能の経済学的分析 
 
 日本における初めての条件不利地への直接支払いである、中山間地域等への直接支払い

は、農業の多面的機能が認められ、それを維持する観点から現実におこなわれた政策のひ

とつである。また EU の農業環境政策と農村開発政策は日本の農業の多面的機能論に近い

理念を共有している。ここで今一度、農業の多面的機能の定義を確認したい。食料・農業・

農村基本法の第３条は、農業の多面的機能を「国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、

良好な景観の形成、文化伝承等農村で農業生産活動がおこなわれることにより生ずる食料

その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能」と定義しており、また第 35 条では

「国は、中山間地域等においては、適切な農業生産活動が継続的におこなわれるよう農業

の生産条件に関する不利を補正するための支援をおこなうこと等により、多面的機能の確

保を特に図るための施策を講ずるものとする」とされている。これによって中山間地への

支払いがおこなわれたのである。 
このような条件から、農業の多面的機能が認められ、さらに政府の政策の関与が認めら

れるのは以下の３つの性質をもつことであると考えられると生源寺眞一氏は『現代日本の

農政改革』の中で述べている。 
 
①該当する多面的機能が農産物の生産と不可分な結合生産物として生み出されること 
②該当する多面的機能の供給を断念することによって市場の失敗が引き起こされること

③該当する多面的機能が公共財としての特質を有していること 
 
農業の多面的機能は確かに重要ではあるが、政策の関与が認められる要件となるには注

意深く上記の性質を多角的に分析する必要がある。もちろん農業の多面的機能は外部経済

であるため、もし税金や補助金といった手段を講じずに市場経済に内部化できるような特
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社会的限界費用曲線 

私的限界費用曲線 

需要曲線ⅱ 

価格・限界費用 

限界外部経済 

Qs  Qｐ M 
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C 

 

Ep 

Es 

Ss 

数量・土地利用量 

需要曲線ⅰ 

徴があれば、積極的にそれは推し進めていくべきである。例えば、渡り鳥の飛来地として

の農業地域においての外部経済を内部化するのであれば、グリーンツーリズム等が有効な

手段であろう。 
 

ここで生源寺眞一「現代日本の農政改革」１１５ページを引用させていただきながら、

耕作放棄地についての経済学的分析をしていく。上図において外部経済を政策によって内

部化をした条件不利地における直接支払いについて簡単に説明をする。まず右下がりの農

産物の需要曲線と私的限界費用曲線と社会的限界費用曲線を確認してもらいたい。供給曲

線が限界概念なのは、農業生産の条件が最適である農地を起点として、土地生産条件の降

順に限界費用をプロットしているからである。そのため限界費用曲線は右上がりになる。

私的と社会的の限界費用曲線の違いは、農業の多面的機能によるものである。農業の多面

的機能がもたらす外部経済を評価したため私的限界費用曲線と社会的限界費用曲線が乖離

し、土地生産条件が悪くなるほどその限界外部経済が高くなる。つまり土地生産条件が悪

くなるほど、その土地のもつ多面的機能の重要性が増すということである。これは農地が

山間地域の高ければ高いほど、それによってもたらされる土砂崩れ防止等の多面的機能が

重要性を増し、一方で農業生産をおこなう際には大型機械の使用が難しくなり、労働の強

度が高くなることによる生産条件の悪化を招くという現状を反映しているためである。ま

た現代の農作物需要の低下をあらわすため、需要曲線が需要曲線ⅰから需要曲線ⅱへとシ

フトしたとする。このために Qs まで利用されていた土地が、Qp までしか利用されない。

これを受けて政府の政策が何もない場合、需要曲線と私的限界費用曲線は交点 Ep であるた

め、外部経済を考慮したときの農産物の最適供給量は Qｐである。そのときの価格は Pp で

ある。このとき土地の代替的利用法が耕作放棄以外にないとするならば、Qp より右側の条
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社会的限界費用曲線 

私的限界費用曲線 

需要曲線 

価格・限界費用 

Qs  Qｐ M 

Pｐ 

Ps  

A 

 
B 

C 

 

Ep 

Es 

Ss 

数量・土地利用量 

 

件不利地に関しては、耕作放棄されることになる。ここで多面的機能の外部経済を評価し、

社会的限界費用曲線が市場の供給曲線となるような政策を考える。社会的限界費用曲線と

需要曲線の交点が Es なので、農産物の最適供給量は Qs となる。つまり Qs－Qp の生産量

を増加させる（農地を利用させる）ような政策を考えればいいわけである。 
 
ここでは、今後日本の政策としてとられる可能性の最も高い、直接支払い制度、つまり

補助金の交付について考えていく。この補助金の値をどのくらいに設定するかという問題

になるが、ここでピグー補助金の概念を使う。農産物の生産一単位当たりに Ss－Es をピグ

ー補助金として支給することによって、農業の多面的機能という外部性を内部化すること

ができる。つまり農業生産で土地が使われることによってもたらされる多面的機能のメリ

ットを貨幣的に換算し、生産をする際の費用が削減される。結果、市場の供給曲線が社会

的限界費用曲線とることによって、需要曲線ⅱとの交点 Es で取引が行われるので、結果、

耕作放棄地も減少することになる。 
 

実際の日本の条件不利地における直接支払いである、中山間地における政策について当

てはめた場合の私的限界費用曲線の変化を表したのが上図である。２－１農政の改革で触

れたように、中山間地への交付金は「交付金を受けられない平地地域との均衡を図るとと

もに、生産性向上意欲を阻害しないとの観点から、平地地域と対象地域との生産条件のコ

スト差の８割とする」としている。この点を考慮するならば、日本の直接支払い制度は、

私的限界費用が価格 Ps を上回る農地について、私的限界費用と Ps の差額を支払う政策で

あると解釈できる。そのため、直接支払いがこの規則にのっとって支給されるならば、農

産物の供給曲線は太い黒い線で表された、あたらしい私的限界費用曲線になる。このもと
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社会的限界費用曲線ⅰ 

需要曲線 

価格・限界費用 

Qs  Qｐ M 

Pｐ 

Ps  

A 

B 

C 

 

Ep 

Es 

Ss 

数量・土地利用量 

私的限界費用曲線 

L 

T 

社会的限界費用曲線ⅱ 

で、M よりも右の農地については供給費用が同一の条件になる。 
ここで留意しなくてはならないのは、政策がない場合と比較して生産量は増加している

点である。この点に関して、WTO 農業協定との関わりで、微妙なラインであることには間

違いがない。「緑の政策」とよばれる農業生産増に結びつく施策を禁じている協定があるた

めだ。ただ実際の直接支払いは生産費用の不利性を農地面積あたりに換算し、農地面積に

応じて交付されるため要件には抵触しないとの見方もある。しかしながら、これまで交付

されてこなかった多面的機能に関する補助金が交付されるようになったのだから、生産に

まったく影響が出ないわけではない。農業生産に対するインセンティブが働くことは間違

いがない。 
このように貿易を行う開放経済のもとでは、国内農業のサポートであり、また多面的機

能の保全というお題目があっても、ただちに正当化されることは少ない。食料については

海外から輸入し、国内の多面的機能を分離的に供給すること、例えば水田の洪水防止機能

としてダムを建設するなどが実行可能ならば、多面的機能の代替案になりうる。つまり多

面的機能の結合生産の度合いが重視されるのは、この点においてなのだと生源寺氏は主張

する。多面的機能の費用が分離供給される費用よりも低いのならば、国内農業への助成的

介入は、少なくとも費用と便益の比較という基準のもとでは棄却されることになる。  
しかし分離供給が困難な多面的機能については、その費用は高くなる。例えば遺伝子資

源の保全といった多面的機能については、その遺伝子資源の有用性が未知であり、正確に

分離供給の費用を測ることは難しいであろう。その際は分離供給の費用が高い水準に達す

る。それはその資源の有用性が後から立証されたとしても供給不可能になってしまう可能

性が高いためある。  
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これまでは農業の多面的機能を評価し、その外部性を内部化するために補助金を交付す

ることを考えてきた。しかし多面的機能に対して補助金を交付する上で重要なのは、それ

をいかに正確に評価できるかということである。上記の図において、農業のもたらす多面

的機能の外部経済が農薬や肥料等による汚染による外部不経済が上回ってしまった場合を

示した。この図においては土地生産条件が悪くなるほど、施肥の量が増大し、汚染を多く

発生させるため外部不経済の度合いが高くなると考える。これを社会的限界費用曲線ⅱで

表す。またこの汚染の情報は公にされておらず、多面的機能を評価した際に交付される補

助金は、私的限界費用曲線が社会的限界費用曲線ⅰとなるような形で交付されるとする。

汚染を除去する際にかかる費用を考えた場合の社会的限界費用曲線ⅱは M より右は私的限

界費用曲線より上方に位置するため、通常ならば汚染を排出した農家側がその費用（三角

形 LTSｓ）を支払わなければならない。だがこの場合、この汚染による外部不経済は公に

なっていないため、支払われるとは考えにくい。また補助金の交付がおこなわれるため（三

角形 LSsEs）それは農家の収入となり、結果として税金の無駄遣いを招くことになるので

ある。このように農業の多面的機能を評価する一方で、この評価が厳密におこなわれなけ

れば、多面的機能を保護するどころか、知らず知らずのうちに減少させてしまう結果にも

なりかねない。 
日本においても EU と同様、農業の多面的機能についての政策に加えて、農業環境政策

が今後の農業生き残りのための焦点となることは間違いがない。しかし高温多湿な風土が

病虫害を発生しやすく、また国際的にみても化学肥料等の施肥量が単位あたり面積で多い

日本は、EU でおこなわれたような農業環境政策がそのままうまく発展していくことは難し

い。しかしながら、本当の意味での多面的機能の発揮を促すためには、農業環境政策と非

分離で考えることはできないのである。 
 
結論 
 
耕作放棄地の増加という、日本農業の問題は世界情勢を抜きには語れない問題になって

いた。農業の多面的機能を発揮させるには、農業のもつ外部経済性を内部化するといった

だけの経済学の問題ではない。多面的機能の貨幣的価値を本当の意味で換算することは、

困難を極めるし、それを政策として実行するに当たり、本当に適切な分だけの助成がされ

るのかという政府の失敗、またその助成金の値は、多面的機能の評価によって変更されな

ければならず、多くの取引費用を必要とするように思われる。またこれが農業の生産にか

かる補助金の隠れ蓑になる可能性も指摘できるだろう。補助金による生産量の増加は WTO
の規定に抵触する。かといって多面的機能だけを単独に供給するようなことができる部分

についても、国民感情になにか疑問符がつきそうである。しかも担い手問題・経営安定問

題と日本農業の実行者に関する問題も残っている。 
ただここでひとつ評価しなくてはならないのは、日本の農業が今大きな改革を断行しよ
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うとしており、その政策のなかに直接支払いという手法を取り入れたことである。価格支

持政策を完全にではないが放棄したことによって、日本農業が長年抱えていた歪みの一部

が是正される可能性が出てきた。価格に直面するという市場経済下ではごく普通の経験で

あるが、農家がこれを自分自身の生産物と受け止めたときにおこる行動は、日本農業にど

のように作用するであろうか。農産物価格はさらに低下することが予測されている。そし

て農業の多面的機能が適切に評価される機会も、直接支払いという形でさらに増えていく

だろう。これまでは価格に上乗せされた形で支払う消費者負担であった農業補助金も、全

員が関与する納税者負担へと移行する。都市に住む人々も農業に、間接的に農業の多面的

機能の維持をすることに寄与することになった。ここをスタート地点として国民全体が農

業、そして農業の多面的機能に関心を寄せることこそが、耕作放棄地解消のスタート地点

かもしれない。 
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